
要求水準書（案）　新旧対照表

No. 頁 第1 1 （1） ア （ア） 項目等 修正前 修正後

1 64
別
紙4

表Ｂ４-１
本事業開始前
までに予定し
ている点検・
調査及び改築
計画

2 32 第6 1 （3） イ 放流水質検査

　運営権者は、放流水質基準が満たされていることを確認するため、以下の検査を
行うこと。
・放流水質が法定基準を満たしているかを判定するため、別紙６の1（２）に示す
法定試験を行うこと。
・法定点検とは別に一日一回、日常試験を実施し、放流水質が表 ４-１に示す要求
水準を満たしていることを確認すること。
・常時監視装置(自動水質計測器)をもとに、放流水質の時間変動を把握し、費用対
効果を考慮の上、可能な限り時間変動を抑制する運転管理に努めること。

　運営権者は、放流水質基準が満たされていることを確認するため、以下の検査等
を行うこと。
・放流水質が法定基準を満たしているかを判定するため、別紙６の1（２）に示す
法定試験を行うこと。
・法定試験とは別に、別紙６を参考に運営権者自らが定めた項目及び頻度で試験を
実施し、放流水質が表 ４-１に示す要求水準を満たしていることを確認すること。
・常時監視装置(自動水質計測器)をもとに、放流水質の時間変動を把握し、費用対
効果を考慮の上、可能な限り時間変動を抑制する運転管理に努めること。

3 36 第6 4 （2） ア （イ） 水質試験

　以下のaからcまでに掲げる水質試験を行うこと。
　aの法定試験は、別紙６に定めるとおり試験を実施し、施設の状況を考慮し記録
は５年間保存すること。
　bの水質試験については、表 ４-１に示す要求水準を満たすよう運営権者自らが
試験項目及び頻度を定め、試験を実施すること。
　cの水質試験については、表 ４-１に示す項目について一日一回水質試験を行
い、異常が無いことを確認すること。
　　a　法定試験（放流水）
　　b　施設管理のための水質試験
　　c　水質監視のための水質試験(流入水及び放流先)

　以下のaからcまでに掲げる水質試験を行うこと。
　aの試験は、別紙６に定めるとおり試験を実施し、施設の状況を考慮し記録は５
年間保存すること。
　bの試験については、表 ４-１に示す要求水準を満たすよう運営権者自らが試験
項目及び頻度を定め、水質試験を実施すること。
　cの試験については、表 ４-１に示す項目について、放流先への影響がないよう
既存の施設等を利用し放流水の常時監視を行うこと。必要に応じ流入水及び放流水
の水質試験を行うことにより、運転及び放流先への影響がないように監視を行うこ
と。
　　a　法定試験（放流水）
　　b　管理のための試験
　　c　監視のための試験（流入水及び放流先）


